第１　感染症対策に関して
１　感染症・食中毒の予防・まん延防止の基本的考え方

　　　介護老人福祉施設は、感染症等に対する抵抗力が弱い高齢者が生活す

　　る場であり、こうした高齢者が多数生活する環境は、感染が広がりやす

　　い状況にある事を認識しなければならない。

　　　このような前提のうえに施設では、感染症・食中毒を予防する体制を

　　整備し、平素から対策を実施するとともに感染予防、感染症発症時には

　　敏速で適切な対応に努める必要がある。

　　　施設の感染症・食中毒の発生、まん延防止に取り組むにあたっての基

　　本理念を理解し、施設全体でこの事に取り組む。
ア　事前に行うべき対策（事前対策）を検討する。

· 地域、他施設での感染症発生状況の把握

· 利用者及び職員等の健康状況の把握

· 利用者及び職員等への予防接種及び標準的予防策の実施

· 面会者等への説明と協力依頼

イ　実際に発生した場合の対策（行動計画）を検討する。

· 発生の早期確認と患者発生動向の把握

· 保健所等への連絡及び調査等への協力

· 適切な医療の提供及び医療機関への患者移送

· 医療機関への患者移送体制

· 感染経路の遮断

· 給食調理場や共同浴場等の使用制限

◎発生時には、初期段階から関係機関との連携が感染拡大防止にとって重要であり、日頃から協力医療機関、保健所、関係行政機関等との連携体制を構築する。　

２　感染症・食中毒の予防・まん延防止の基本的指針

（1） 感染症・食中毒の予防及びまん延防止の体制

感染症・食中毒の予防及びまん延防止の為、担当者を決め、委員会を設置する等施設全体で取り組む。

　ア　職員の定期健康診断・定期検便と日々の健康管理

　イ　施設利用者の入所時や日々の健康管理、サービス利用時の健康チェック

　ウ　面会者等への健康チェック

　エ　施設内感染症対策委員会の設置、管理責任者、部門別担当者等を明確にして平素からの自己点検・評価・改善

オ  日常の各種業務対応マニュアル等の作成と検討

　カ　主治医、協力医療機関との定期的な協議

（２）科学的根拠に基づいた感染症対策を講ずる。

　ア　標準予防策と個別清潔管理の徹底

　イ　感染経路別感染症対策（空気・飛沫・接触感染対策）の実施

　ウ　特に留意が必要な疾患として、新型コロナウイルス、肺結核、インフルエンザ、疥癬等

（３）人権に配慮した対応に留意する。

感染症の病原体保有者であることだけをもって差別しないこと。特に「Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス」「ＨＩＶ」「ＭＲＳＡ」等の無症状病原体保有者の入所制限、利用制限は行わないこと。

（４）保健所等の専門機関と連携する。

ア　平素から保健所や主治医、協力医療機関等の協力を得て最新の情報を入手する。

　イ　集団感染等が発生した場合には、患者を医療機関へ早期受診させるとともに、保健所に相談するなどして感染源・感染経路の調査、感染拡大防止を図る。

第２　感染症の予防

１　入所時の留意事項

入所後、３～５日以内に受診を行い、必要に応じて感染症等の検査を行う。

２　日常業務における基本的な注意事項

（１）　平常時の対応（標準予防策）

　ア　施設内の衛生管理

　　　当施設では、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止の為、施設内の衛生保持に努める。また、共同生活室、汚物処理室の整備と充実に努めると共に、日頃から整理整頓を心がけ、換気、清掃、消毒を定期的に実施し、施設内の衛生管理、清潔の保持に努める。

　（２）　介護職員の行動計画
	標　準　予　防　策

一　手洗い

　手洗いは予防策の基本であり、施設利用者や面会者、職員の手洗いを徹底する。

　・食事前、外出後、排便後、職員出勤時、面会者来所時

　・感染源となりうるものに触れた後

　・手袋を外した後

　・利用者に接するとき・処置を行うとき（利用者・処置が変わるたび）
　通常は流水と普通の石鹸を使って行う。また速乾性手指消毒薬も有用である。

二　手袋

　体液等（血液､便､尿、おう吐物、痰等）感染源となりうるものに触れるときや利用者の粘膜や傷のある皮膚に触れるときは、清潔な手袋を着用する。

　使用後、もしくは非汚染物や他の利用者に触れるときは、手袋を外し、手洗いする。

三　マスク・ゴーグル・フェイスマスク

　・体液等が飛び散り、目・鼻・口を汚染するおそれのある場合や空気感染や飛沫感染の可能性がある場合に着用する。

・咳エチケットを守る。

四　ガウン

　衣服が汚染されるおそれのある場合に着用する。

　汚染されたガウンはすぐに脱ぎ、適切な方法により処理を行う。

五　器具

　汚染した器具は、他の粘膜・衣服・環境を汚染しないように操作する。

　再使用するものは、必ず洗浄、消毒等を行い清潔であることを確認する。

六　リネン

　汚染されたリネン類は、粘膜・衣服・他の利用者・環境を汚染しないようにその場でビニール袋等に入れ、適切（感染性物質とし管理）に移送・処理する。




咳エチケット…咳・くしゃみの際は、ティッシュなどで口と鼻を押さえて周りの人から顔をそむける

　　　　　　　　使用後のティッシュはすぐに、ふた付きのゴミ箱に捨てる

　　　　　　　　症状のある人はマスクを正しく着用し、感染防止に努める

	　　介護職員の行動計画
１．日常生活で常に観察を行い、特変があれば看護職員に報告をする。

２．看護職員は必要に応じて居室対応とし、嘱託医及び協力医療機関に報告し、受診や検査等の対応の指示を仰ぎ、実施する。
３．看護職員より感染症発生の報告を受けた場合は管理者への報告を行う。

４．感染症の場合　地域保健課　（０８８－８２２－０５７７）　
食中毒の場合　生活食品課　（０８８－８２２－０５８８）へ連絡した後に、高知市介護保険課　計画指導係へ連絡する。（０８８－８２３－９９７２）

※高知市より保健所へ連絡がなされるが、まずは施設から連絡を行う。

５．感染症の種類に応じて嘱託医及び協力医療機関に指示を仰ぐ。

６．入院が必要な場合は看護職員と生活相談員等が搬送を行い、準備は介護職員が行う。

７．対応についての確認を行い、指示による隔離等が必要な場合は準備を行う。

８．個室準備
基本は下記に準ずるが、状況により適宜変更する。
・居室入り口外に、使い捨てゴム手袋、マスク、キャップ、消毒液を用意する。

・居室に入ってすぐにエプロンを用意する（エプロン準備は感染症の種類によって異なるが、使い捨てエプロンの場合は入り口外に準備する）

・洗濯物入れは居室に専用のバケツを用意する（ふた付きのバケツを用意）

・ゴミ箱はプラスチック用、燃えるゴミ用の2種類を用意する。

・ビニール袋の大・小2種類の用意をする。

・感染者の着替え等の準備をする。

・掃除道具の用意（ほうき、ちりとり、使い捨て雑巾）

・消毒液

・ポータブルトイレの用意（使用する方のみ）

　９．各部署に感染者発生の報告を行う（厨房、洗濯）

　10．感染者へのサービス提供は最終に行う。

　11．居室の掃除は、適宜行う。
（感染症の種類に応じた消毒を行う。又、ゴミ箱内のゴミはビニール袋に入れ消毒処理を行う）

　12．シーツについては業者に委託をしている為、対応方法を感染症発生時に確認を行う。
　13．居室へ入室する時には、決められたエプロンを着用する。
退室時には衣服、エプロン、手、腕、靴を消毒する。

　14．手洗い、消毒、うがいを随時行う。（利用者に対しても促しを行う）

　15．感染源について確認を行い、感染症対策委員会にて感染拡大防止を図る。
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（３）　手洗い

　手洗いは感染症予防対策の基本である。

吐水方法は、蛇口を閉める時は手を拭き

　　終わったペーパータオルを使用する。

　・指輪、時計をはずす。

・つめを短く切る。

ア　手洗い方法
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　　１　手のひらをよくこする　　　　　　　　 ２　手の甲もこすります
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　　３　爪ブラシで爪の中も　　　　　　　　　 ４　爪ブラシがなくても
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　　５　指の間も洗う　　　　　　　　　　　　 ６　親指を手のひらでねじり洗い
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    ７　手首も洗う　　　　　　　　　　　　　　８　ひじまで洗う

イ　手洗いのタイミング

　　　（施設利用者・職員共通）

　　　　・食事前

　　　　・排便、排尿後

　　　　・外出後

　　　　・調理前（調理中も適宜）

（職員）

・施設利用者のケア（対応）を行う前後に手を洗います。同じ相手でも１回のケアごとに速乾性消毒薬で手指を消毒します。特に汚染部位から清潔部位に移るときは、手洗い若しくは手指の消毒をします。
　　　　・手袋をはずした後は手を洗います。
	手　洗　い　の　注　意　ポ　イ　ン　ト

・充分な流水と石けんで１５～３０秒こすり洗い、よくすすぎましょう。

・手洗い後は、ペーパータオルを使用しましょう。（タオルを使用する場合は、清潔を確保するため個人用とし更に何度も交換するなどの工夫が大事です。）

・消毒する場合は、手を乾かした後に、速乾性の消毒薬を利用しましょう。（洗面器に消毒薬を入れて使用する方法は、過去に消毒薬の交換を怠ったため、感染が拡大した事案があり、絶対に行ってはいけません。）
・２回洗い（手洗いを２回繰り返す）で、残存ウイルスが数百→数個に減少します。


（４）　うがい

　　ア　効果的なうがい法

　　　・最初に、口中に残った食べ物を取り除くために、口に水を含み強くうがいを２回以上します。

　　　・次にうがい薬あるいは水を口に含み、上を向いて、のどの奥まで液がいくようにし、ガラガラと15秒程度うがいをし、これを２～３回繰り返します。

　　イ　うがいのタイミング

　　　・起床後

　　　・毎食後

　　　・外出後

　　　・就寝前

　　　　

（５）手袋の活用

　　　感染予防のために、使い捨て手袋を使用します。

　　　具体的には以下の場合、手袋を使用します。
　　・自分の手にささくれや、傷がある時

　　・嘔吐物や排泄物を処理する時

　　・傷口の処置等血液、体液に触れる可能性のある時

　　・施設利用者の口腔内のケアを行う時

また、この場合以外でも、自分が使用すべきか迷ったときは、使用します。

（６）施設の衛生管理

ア　居室

・持ち物等の整理整頓に努めます｡

・毎日の清掃に努めます｡

・居室及び共同生活スペースの換気を適宜行います｡

イ　厨房・食堂

食中毒を予防する為に大量調理施設衛生管理マニュアルを遵守し、衛生

管理に努め食中毒の未然防止に取り組んでいきます。

　以下の重要管理事項について、点検・記録を行います。

・原材料受け入れ及び下処理段階における衛生管理を徹底します。

　（原材料搬入時の時刻、室温と湿度及び冷凍又は冷蔵庫設備内の温度

　　を記録する。）

・加熱調理食品については、中心部まで十分加熱（85℃1分以上）し、食中毒菌（ウィルス含）を死滅させること。

・加熱調理後の食品および非加熱調理食品の二次汚染防止を徹底する。

・食中毒菌が付着した場合に増殖を防ぐため、原材料から提供するまでの一貫した食品の適正な温度管理を徹底します。

《厨房の衛生管理》

・隔壁等により、汚水溜、廃棄物集積場など不潔な場所から完全に区別します。

・施設の出入り口及び窓は閉めておくとともに、外部に開放される部分には網戸を設置して、ねずみや昆虫の侵入を防止します。

・食品の各調理過程ごとに、汚染作業区域（検収場、原材料の保管場、下処理場）、非汚染作業区域（さらに準清潔作業区域【調理場】と清潔作業区域【放冷・調理場、製品の保管場】に区分される）を明確に区別する。なお、各区域を固定し、それぞれを壁、床の色別、境界にテープを貼る等により明確に区画します。

・手洗い設備や履物の交換は、各作業区域の入り口手前に設置します。

・器具や容器類は、作業導線を考慮し、あらかじめ適切な場所に適切な数を配備します。

・床面に水を使用する部分にあたっては、適当なよい勾配及び排水溝を設けるなど、排水が容易に行える構造とします。

・シンク等の排水口は、排水が飛散しない構造とします。

・すべての移動性の器具・容器等を衛生的に保管する為、外部から汚染

　されない構造の保管設備を設けます。

・便所、休憩室及び更衣室は、隔壁等により食品を取り扱う場所と必ず

　区分します。便所には、専用の手洗い設備、専用の履物を備えておきます。

・施設において、感染者の使用した食器類や嘔吐物が付着した食器を下

　膳する場合は、嘔吐物は　1000ppm　の次亜塩素酸ナトリウムを用いて迅速かつ適切に処理を行い、残飯と一緒に破棄し、食器は　200ppm　の次亜鉛酸ナトリウムに十分浸し、消毒した後、密封し下膳する。下膳後はバケツ等の容器に　200ppm　の次亜鉛酸ナトリウムを用意し、5分以上漬けて、消毒することにより、利用者及び調理従事者等への感染及び施設の汚染防止に努めます。

・施設整備は必要に応じて補修を行い、施設の床面（排水溝を含む）及び内壁のうち床面から1mまでの部分は1日に1回以上、施設の天井及び内壁のうち床面から1m以上の部分は1月に1回以上清掃し、必要に応じて洗浄・消毒を行います。施設の清掃は全ての食品が調理場内から完全に搬出された後に行います。

・施設におけるネズミ、昆虫等の発生状況を1月に1回以上巡回点検するとともに、ネズミ、昆虫等の駆除を半年に1回以上（発生を確認した時はその都度）実施します。

・施設は、衛生的な管理に努め、みだりに外部者を立ち入らせたり、調理作業に不必要な物品等を置かないようにします。

・原材料を配送用包装のまま非汚染作業区域に持ち込まないようにします。

・施設は十分な換気を行い、高温多湿を避けます。調理場は湿度80%以下、温度は25℃以下に保つようにします。

・手洗い設備には、手洗いに適当な液体石けん、爪ブラシ、ペーパータオル、消毒液等を定期的に補充し、常に使用できる状態にしておきます。（共用の布タオルは使用しない。）

・手指の汚染を防止する為、手洗い設備は感知式でコック、ハンドル等を直接手で操作しない構造が望ましい。

・使用水は飲用適の水を使用し、貯留槽を設置している場合や井戸水等を使用する場合は、遊離残留塩素が0.1mg/L以上であることを毎日検査する。

　

《食品の衛生管理》

・検食は、原材料及び調理済み食品を、食品ごとに50g程度ずつ清潔な容器（ビニール等）に入れて、密封し、-20℃以下で2週間以上保存しておく。原材料は、特別に洗浄・滅菌等を行わず、購入した状態で保存します。

・調理後の食品は、調理修了後から2時間以内に提供します。

《厨房職員等の衛生管理》

・調理従事者は、臨時職員も含めて定期的な健康診断及び1月に1回以上の検便を受ける。検便検査には、腸管出血性大腸菌の検査を含める。また、必要に応じて10月から3月にはノロウイルスの検査を含める。

・調理従事者等は便所及び風呂等における衛生的な生活環境を確保すること。またノロウィルスの流行期には十分に加熱された食品を摂取する等により感染防止に努め、徹底した手洗いの励行を行うなど自らが施設や食品の汚染原因とならないように措置するとともに、体調に留意し、健康な状態を保つように努める。

・調理従事者は、下痢、発熱などの症状や、手指等に化膿創がある時、嘔吐の症状が見られる際は調理作業に従事しない。

・下痢または嘔吐等の症状がある調理従事者等については直ちに医療機関を受診し、感染性疾患の有無を確認する。

・ノロウィルスを原因とする感染性疾患による症状と診断された調理従事者は、リアルタイムPRC法等の高感度の検便検査においてノロウィルスを保有していない事が確認されるまでの間、食品に直接触れる調理作業を控えるなど適切な処置をとる。

・調理従事者が着用する帽子・外衣は、毎日専用で清潔なものに交換する。

・下処理場から調理場への移動の際には、外衣や履物の交換を行う。

・便所には、作業従事者に着用する帽子・外衣・履物のまま入らない。

・調理・点検に従事しないものが、やむを得ず調理施設に立ち入る場合には専用の清潔な帽子・外衣・履物を着用させる他、手洗い及び手指の消毒を行わせる。

・食中毒が発生した時、原因究明を確実に行う為、原則として調理従事者は、当該施設で調理された食品を喫食しない。

・調理従事者は以下の場合には、手洗いを行い、手指の洗浄及び消毒を徹底する。（使い捨て手袋を使用する場合も同様）

　　・作業開始前及び用便後

　　・汚染区域から非汚染区域に移動する場合

　　・食品に直接触れる作業にあたる直前

　　・生の食肉類、魚介類、卵殻等微生物の汚染源となる恐れのある食
　　　品等に触れた後、他の食品や器具に触れる場合

　　・配膳前

ウ　入浴施設（風呂）

・使用後は洗剤を使用し浴槽、床、脱衣所の掃除を行います。

・排水溝の清掃を月２回行います。

エ　便所（トイレ）

・毎日の清掃及び消毒を実施します。

・浄化槽等の適正な管理を実施します。

オ　空調設備

・適正な温度・湿度管理を実施します。

・清浄な空気環境を保つために適正な換気を実施します。

カ　給水設備

・貯水槽等の水道施設は常に清潔にし、汚物等によって水が汚染されることがないよう管理を行います。
・貯水槽は１年ごとに清掃を実施します。

キ　排水設備

・排水槽、汚水槽等の定期的な点検及び清掃を実施します。

・排水処理施設等の適正な管理を実施します。

ク　リネン、寝具

・布団は定期的に日干しをするなど、日光消毒・乾燥に努めます。

・シーツは１回／週を基本とし、必要時は適宜交換するともに、体液等で汚染が有る場合は委託業者に連絡をして対応を検討します。

３　施設利用者・職員の健康管理

　（１）施設利用者の日々の健康管理

　　　　施設利用者については、感染症の早期発見を目的として随時ケースに記録する。（重点的な注意点については、意識・表情・熱・息苦しさ・目・鼻・耳・のど・痰・皮膚・体重・食事・排泄の異変を記録する。）
（２）施設利用者の外泊後の健康管理
　　　・発熱、咳、下痢等がある場合は、医療機関受診を行います。

　　　・便こねなどの習慣があったり、排便・排尿の自己処理が不十分な場合などは、施設利用者の同意のうえで、検便を実施することを推奨します。項目としては「赤痢」「チフス」「腸管出血性大腸菌Ｏ１５７」などです。

　 (３)　職員の日々の健康管理　

　　　 ・直接介護に携わる職員は年2回、他職員は年1回の健康診断を実施し
　
ます。
・検便については、全職員が定期的に行う。
・インフルエンザ等の予防接種について、接種の意義、有効性、副作用、
の可能性を職員へ説明の上、同意を得て予防接種を行います。

　　 　・職員が感染症を罹患している場合は、感染経路の遮断の為、完治まで　


 の間、出勤停止等の適切な処置を講じます。　

（４）職員、施設利用者の海外旅行時の注意事項

· 海外旅行に行く場合は、現地の感染症に関する情報を事前に調べ、予防することが重要である。海外情報は下記のホームページで見ることが出来る。（感染症情報（FORTHホームページ）http://www.forth.go.jp/ 成田空港検疫所ホームページhttp://www.forth.go.jp/keneki/narita/)

４　インフルエンザワクチンの予防接種

　　　・インフルエンザに罹患した場合の危険性を勘案すると、６５歳以上の高齢者はハイリスク集団とされている。その他、心肺系の慢性疾患や糖尿病等の基礎疾患がある場合も注意が必要であり、常に入所者の状況を把握しておく必要があります。

　　　　・インフルエンザワクチンの予防接種は、個人予防が目的であるため、被接種者の接種意思の確認、説明、同意を得るインフォームドコンセントが必要である。厚生労働省健康局長通知（平成1３年1１月７日付健発第１０５８号）で「本人が接種を希望する場合のみに接種を行うこと」とされています。また、本人が接種を受ける意思はあるが自署できない場合は「家族等の代筆者が署名し、代筆者氏名及び被接種者との続柄を記載する」とされています。

・認知症等で本人の意思の確認が困難な場合は、家族・主治医が本人の意思を慎重に判断することとなります。例えば、認知症になる以前は毎年接種を受けていたことなどが判断のポイントになります。

しかしながら意思確認が最終的にできない場合は、予防接種法に基づいた接種を行うことはできません。

　　　　・インフルエンザの予防接種は流行時期を考え、１０月に準備し１１月末までに予防接種を終了します。

・利用者への接種だけでなく職員へのインフルエンザの予防接種も積極的に促しを行います。
第３　喀痰吸引・経管栄養の対応

　１　喀痰吸引に関連した呼吸器系の感染の予防

　　（留意点）

　　　・吸引機材は、吸引実施後には毎回必ず洗浄・消毒をして、清潔に保管

　　　　しておきます。
　　　・吸引の器具の設置場所は生活動作などで汚染されない安定した清潔な

　　　　場所とします。
・居室の空気を清潔かつ適切に保つために換気や温度・湿度の調整をし
　ます。（吸引器具にほこりなどが入らないようにする）

・吸引前後に手洗いまたはすり込み式のアルコール製剤による手指消毒

　をします。
・吸引チューブの挿入部分に触れないように清潔な吸引操作をします。
・口や鼻からの細菌・ウイルスの侵入を防ぐために口腔内を清潔に保ち
ます。（口腔ケア）

　２　経管栄養に関係する感染の予防

　　　　（留意点）

　　　・物品の管理を行います。
　　　　必要物品は、いつも整理整頓しておきます。栄養剤の賞味期限に留意
します。
　　　・物品の洗浄・乾燥・交換に留意します。（器具類の汚染に注意）

　　　　使用した物品は、中性洗剤でよく洗浄し、乾燥させ、定期的に新しい

　　　　物に交換します。
　　　・実施者の手洗いの徹底と衣類汚染に注意します。（実施者の手指の汚染
に注意）

　　　　経管栄養実施前には必ず石鹸と流水で十分に手洗いを行います。

　　　・皮膚周囲の清潔を保ちます。（胃ろう部のケア）

　　　　入浴後、石鹸を使って皮膚周囲の洗浄をし、十分に洗い流します。

　　　　浸出液・出血・びらん・皮膚の異常等に注意します。

　　　・口腔ケアの実施（3～4回/日）
第４　感染症及び食中毒発生時の対応

１　感染症及び食中毒発生時の対応

万一感染症及び食中毒が発生した場合は、「厚生労働大臣が定める感染症または食中毒が疑われる際の対応の手順（厚生労働省告示第268号）」　

　　　に従い、感染の拡大を防ぐ為下記の対応を図る。　　　　　　　　　　　　　　

　　　・「発生状況の把握」


・「まん延防止の為の措置」


・「有症者への対応」


・「関係機関との連携」


・「行政機関への報告」


　施設長は迅速に市町村等の主管部局に報告するとともに、所轄の保健
所への報告を行い、発生時の対応などの指示を仰ぐ。

　２　感染症対策委員会の設置目的

　　（１）感染症対策委員会の設置　

感染症及び食中毒のまん延防止の為の対策を検討する為の方策を検討する為感染症対策委員会を設置。

（委員構成）

　・施設長

　・看護師

・介護職員

・ケアマネージャー

　・相談員

　・管理栄養士

（感染症対策委員会の主な役割）

　・感染症の予防対策及び発生時の対応

　・感染症及び食中毒対策マニュアルの作成

　・発生時における施設内連絡体制及び行政機関、各関係機関への連

　　絡体制の整備

　・利用者及び職員の健康状態の把握と対応策

　・新規利用者の感染症の既往確認等

　・委託業者（調理・清掃等）への感染症及び食中毒まん延防止の為

　　の指針の周知徹底

　・感染症、衛生管理に関する基礎知識に基づいた年2回以上の研修

　　の実施

　・委員会は1か月1回開催もしくは必要時開催

・新任者に対する感染症対策研修の実施

　・その他必要な教育・研修の実施

（２）感染症の予防対策及び発生時の対応

　　　主治医の指示あるいは保健所の指導に従い、発生源調査に協力するとともに、二次感染防止対策を講じます。

　　　特に、感染症法で規定する感染症として主治医（診察医師）が保健所に届出た場合は、感染症法に基づく調査が保健所において実施される場合がある。（届出対象の感染症すべてについて実施されるわけではない。）

（報告が必要な場合）

1. 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われ

　　　　　　る場合

　　死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名発生した場合

　②. 同一の有症者等が10名以上または全利用者の半数以上発生した

　　場合

　③. ①及び②に掲げる場合のほか、通常の発生動向を上回る感染症等

　　の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

（報告が必要な内容）

1. 感染症又は食中毒が疑われる利用者の人数

2. 感染症又は食中毒が疑われる症状

3. 上記の利用者への対応や施設における対応状況等　

（３）消毒・手洗い

　　　感染症としての疾患名が明らかな場合は、当該感染症に応じた消毒方法が保健所等から示されるが、ここでは一般的な消毒方法と消毒すべき対象物を示します。
≪対象物による消毒方法≫
	対象
	消毒方法

	手指
	・アルコール含有消毒薬：ラビング法（30秒間の擦式）

	嘔吐物、排泄物
	・嘔吐物や排泄物や吐物で汚染された床は、手袋をして0.1%次亜塩素酸ナトリウムで清拭する

	差し込み便器・尿器等
	・洗浄後、0.1%次亜塩素酸ナトリウムで処理（５分間）

	リネン・衣類
	・熱水洗濯機（80℃10分間）で処理し洗浄後乾燥させる
・次亜塩素酸ナトリウム（0.05～0.1%）浸漬(３０分以上)後、洗濯、乾燥させる

	食器

	・自動食器洗浄機（80℃10分間）
・洗剤による洗浄と熱水処理で十分である。

	手すり、ドアノブ、
テーブル・キッチン

パソコン、電話機器
職員ロッカー、送迎車
	・消毒用エタノールで清拭する。

	浴槽
	・手袋を着用し、洗剤で洗い、温水（熱水）で流し、乾燥させる。

	カーテン
	・一般に感染の危険性は低い。洗濯する。
・体液等が付着したときは、次亜塩素酸ナトリウムで清拭する。


出典：株式会社三菱総合研究所「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版（2019年３月）」　
・0.05％次亜塩素酸ナトリウム消毒液（原液濃度６％の場合）
500mlの水に、塩素系消毒液5㎖（ペットボトルのキャップ1杯）程度

・0.1％次亜塩素酸ナトリウム消毒液
500mlの水に、塩素系消毒液10㎖（ペットボトルのキャップ2杯）程度
※　スプレーでの噴霧は均一でないので使用しない
（４）マスク、ガウン等の着用

　　　  感染の拡大防止のため入居者と接する職員は必要に応じてマスク、ガウン等を着用する。また、感染症が飛沫感染や空気感染である可能性がある場合は、施設内でマスク着用を義務付けます。

（５）個室（居室）対応

　ア　感染症法で規定されている一類又は二類の感染症であって二次感染の可能性があると判断された場合は、（一類感染症の場合は、すべて指定医療機関への入院勧告を受けます。）患者に対して地元の保健所から感染症指定医療機関への入院が勧告されます。

ただし、「細菌性赤痢」などの二類感染症であっても下痢等の症状が消失している場合は、入院勧告せずに施設内で治療することもあります。また、結核の場合は、入居者が排菌している場合は、医療機関での入院治療となります。

イ　感染症の施設内での拡大を防止するために、未感染者と患者を区分して

管理することが重要です。

　　　例えば「疥癬」「麻疹」「インフルエンザ」の入居者については、個室（居室）管理が原則となる。

　　　個室（居室）管理を行う意義は、入居者と他の人との接触を避ける目的であるため共同の風呂を利用せざるを得ない場合は、他の人との接触を最小限となるように工夫し、入浴は最後にしたり、シャワー浴とするなど配慮します。
　ウ  入居者のケアを行う職員は、自分自身、自分の家族、他の施設入居者に感染を拡大させないために、標準予防策を徹底することが重要です。
なお、空気感染も考慮すべき「インフルエンザ」の場合は、標準予防　　策を実施する他、予防接種の実施やマスクを使用します。

エ　入居者と家族等との面会では、感染拡大防止の説明と同意を得た上で職員と同様の標準予防策を実施してもらいます。

　オ　個室（居室）対応する場合は、入居者の精神状態にも配慮が必要です。感染症に罹患し、個室（居室）対応となったことへの精神的ストレスに対するケアも重要です。
注）居室の移動に際しては、入居者と家族に説明し同意を得たうえで実施します。
（６）検便の実施

細菌性赤痢、チフス、コレラ、腸管出血性大腸菌感染症などの感染症

は便の検査によって、確定診断することが重要です。

また、感染していても症状が出ない健康保菌者（無症状病原体保有者）

の場合もあります。従って、感染拡大防止のため保健所の指示により検便を実施する場合があります。

検便の対象者の例としては、

　　　・入居者と行動を共にしている接触者

　　　・ 給食等食材の原因が否定できない時は、給食の喫食者全員が該当します。なお、保健所の指示により実施する検便は、無料で実施されます。集団発生の場合は、検便容器の回収等について保健所から協力を求められることがあります。

（７）法等に基づく公表

　　　感染症法に規定される感染症が施設内で集団発生した場合は、県においてその事実を原則として公表となります。これは感染症法第１６条（資料編参照）に基づき、他の類似施設等への注意喚起のために実施されます。公表にあたっては、具体的な施設名や個人が特定されないように、プライバシーが十分配慮されます。

また、県では公表前に公表する旨等を当該施設に伝達があります。

３　施設利用者及び家族への説明

施設利用者及び家族に対する各種説明を実施します。（面会時に家族にお願いする消毒の理由、施設利用者の部屋を移る場合の理由説明、同意・各種疾患に対する説明、日常的に施設で実施している防疫体制等）

　４　新型コロナウイルス感染症対応
　（１）感染防止に向けた取組
新型コロナウイルス感染症は、令和５年５月８日から５類感染症になりましたが、施設に入所及びご利用されているご高齢者は、場合によっては重篤な症状になることもあることから、引き続き、感染防止に向けた取組を徹底する観点からは、日頃から以下のような　感染防止に向けた取組を行うことが重要です。
①　施設等における取組
（ア）感染症対策の再徹底
・感染の疑いについてより早期に把握できるよう、管理者が中心となり、毎日の検温の実施、食事等の際における体調の確認を行うこと等により、日頃から利用者の健康の状態や変化の有無等に留意すること。
・管理者は、日頃から職員の健康管理に留意するとともに、職員が職場で
体調不良を申出しやすい環境づくりに努めること。
・無症候又は症状の明確でない者から感染が広がる可能性があり、人と人と
の距離をとること（Social distancing: 社会的距離）、外出の際の常日
頃からのマスク着用、咳エチケット、石けんによる手洗い、アルコールに
よる手指消毒、換気といった一般的な感染症対策や、地域における状況（緊
急事態宣言が出されているか否かや、居住する自治体の情報を参考にする
こと）も踏まえて、予防に取り組むこと。
・介護保険施設においては、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止の　
ための対策を検討する委員会の開催等により、感染拡大防止に向けた取組
方針の再検討や各施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針に基づく取組の再徹底を行うこと。
・感染防止に向け、職員間での情報共有を密にし、感染防止に向けた取組を
職員が連携し進めること。
・感染者が発生した場合に積極的疫学調査への円滑な協力が可能となるよう、
症状出現2 日前からの接触者リスト、利用者のケア記録（体温、症状等が
わかるもの）、直近2 週間の勤務表、施設内に出入りした者等の記録を準
備しておくこと。
・入国拒否の対象地域から帰国後症状がある職員等がいる場合、施設長は、　　
　すみやかに市区町村に対して、人数、症状、対応状況等を報告するとともに、発熱等の症状により感染が疑われる職員等がいる場合は、保健所に報告して指示を求めること。また、最新情報を収集し、職員等に情報提供すること。

（イ）面会
・面会については 、感染経路の遮断という観点と、つながりや交流が心身の健康に与える影響という観点から、地域における発生状況等も踏まえ、緊急やむを得ない場合を除き制限する等の対応を検討すること。
・具体的には、地域における発生状況や都道府県等が示す対策の方針等も踏まえ、管理者が制限の程度を判断すること。
・地域における発生状況等を踏まえ面会を実施する場合は、以下の留意事項も踏まえ感染防止対策を行った上で実施すべきであること。
（ウ）面会を実施する場合の留意事項
・面会者に対して、体温を計測してもらい、発熱が認められる場合には面
会を断ること。
・面会者がのどの痛み、咳、倦怠感、下痢、嗅覚・味覚障害等の感染症が
疑われる症状を有する場合やその他体調不良を訴える場合には面会を断
ること。
・面会者の氏名・来訪日時・連絡先については、感染者が発生した場合に
積極的疫学調査への協力が可能となるよう記録しておくこと。
・面会者は原則として以下の条件を満たす者であること。
 *感染者との濃厚接触者でないこと
 *同居家族や身近な方に、発熱や咳・咽頭痛などの症状がないこと
 *過去2 週間内に感染者、感染の疑いがある者との接触がないこと
 *過去2 週間以内に発熱等の症状がないこと
*過去2 週間以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域等への渡航歴がないこと。

*人数を必要最小限とすること。
    ・面会者には、面会時間を通じてマスク着用、面会前後の手指消毒を求め
ること。
・面会者の手指や飛沫等が入所者の目、鼻、口に触れないように配慮する　
こと。
・寝たきりや看取り期以外の場合は居室での面会は避け、換気可能な別室
で行うこと。
・面会場所での飲食は可能な限り控えること。大声での会話は控えること。
・面会者は施設内のトイレを極力使用しないようにすること。やむを得ず　
使用した場合はトイレのドアノブも含め清掃及び必要に応じて消毒を行うこと。
・面会時間は必要最小限とし、1 日あたりの面会回数を制限すること。
・面会後は、必要に応じて面会者が使用した机、椅子、ドアノブ等の清掃
又は消毒を行うこと。
（エ）施設への立ち入り
 ・委託業者等についても、物品の受け渡し等は玄関など施設の限られた場所
で行うことが望ましく、施設内に立ち入る場合については、体温を計測し
てもらい、発熱や咳などの呼吸器症状等が認められる場合には入館を断る
こと。
・業者等の施設内に出入りした者の氏名・来訪日時・連絡先については、感
　染者が発生した場合に積極的疫学調査への協力が可能となるよう記録して
おくこと。
・委託業者等が施設内に立ち入る場合は、マスク着用と手指消毒を実施する
　こと。
（オ）外出
・「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（令和２年３月28 日
（令和2 年5 月25 日変更））（新型コロナウイルス感染症対策本部決定）において、外出の自粛が促される状況であっても、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては外出の自粛要請の対象外とされていることから、 入所者の外出については、生活や健康の維持のために必要なものは不必要に制限すべきではなく 、「三つの密」を徹底的に避けるとともに、「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」等の基本的な感染対策を徹底し、自らの手で目、鼻、口を触らないように留意すること。
②　職員の取組
（感染症対策の再徹底）
・職員、利用者のみならず、面会者や委託業者等、職員などと接触する可能
　性があると考えられる者を含め、マスクの着用を含む咳エチケットや手洗
い、アルコール消毒等により、感染経路を断つことが重要であり、「高齢
者介護施設における感染対策マニュアル改訂版」、「介護現場における感
染対策の手引き」等を参照の上、対策を徹底すること。
・職員は、各自出勤前に体温を計測し、発熱等の症状が認められる場合には
　出勤を行わないことを徹底すること。なお、過去に発熱が認められた場合
にあっては、解熱後24 時間以上が経過し、咳などの呼吸器症状が改善傾向
となるまでは同様の取扱いとする。なお、このような状況が解消した場合
であっても、引き続き当該職員の健康状態に留意すること。
該当する職員については、管理者に報告し、確実な把握を行うよう努める　　
こと。
ここでいう職員とは、利用者に直接介護サービスや障害福祉サービス等を
提供する職員だけでなく、事務職や送迎を行う職員、調理員等、当該事業
所のすべての職員やボランティア等含むものとする。
・発熱や呼吸器症状等により感染が疑われる職員等については、「「新型コロナウイルス 感染症についての相談・受診の目安」の改訂について」（令和２年5月11 日厚生労働省子ども家庭局総務課少子総合対策室ほか連名事務連絡）を踏まえて適切に対応すること。
・職場はもとより、職場外でも感染拡大を防ぐための取組を進めることが重　
　要であり、換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に集団で集ま
ることを避ける等の対応を徹底すること。
・職員が感染源となることのないよう、症状がない場合であっても利用者と　　
　接する際にはマスクを着用すること。食堂や詰め所でマスクをはずして飲
食をする場合、他の職員と一定の距離を保つこと。
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